
 

＜導入＞ 
明日は私の誕生日です！ 
母から生まれ、いつかは私も母になるんだろうな。 
毎年、この日が来るたびに思い起こします。 
 
でも、６つ上の姉にとって、自分の子どもを授かるという事は当たり前ではありません。 
 
原因は子宮がん。 
子宮を摘出してしまった姉は、もう子どもを授かることができません。 
「諦めるしかないよね」と。姉は病室で涙を流しました。 
 
その時感じた、無力感。絶望感。助けてあげることはできないのか！ 
でもそんな時、希望の光がさしたのです！ 
本弁論では、子どもを産めない人々が、 
代理出産という方法を選択できる社会の実現を訴えます！ 
 
 
＜現状＞ 
今の日本には、子供を望んでも、 
身体的な理由により出産をすることができない人たちが存在します。 
 
不妊治療を受けても治らなかった人。 
病気のせいで生まれつき子宮を持たない人。 
あるいは摘出してしまった人。 
 
このような理由により、子どもを産むことができない人の数は、 
およそ２０万人にも上ります。 
 
このような人たちは、どんなに不妊治療を行っても、 
子どもを授かることはできません。 
 
しかし、そんな実情にある人でも、自分の子どもを持つことが出来る手段が存在します。 
 
それが、代理出産です。 
 
代理出産とは、夫婦の受精卵を、第三者の女性の子宮に移植し、 
出産してもらうことを指します。 
 
これは、子どもを産めない人たちにとって、自分の子どもを持つことができる「最後の」方

法なのです。 
 
そして実際に、彼らのうちの６割が、「代理出産を行いたい」と望んでいます。 
 
しかし、この代理出産は、現在の日本国内では行うことができません。 
 
なぜでしょうか。 



 

それは、産婦人科学会が、代理出産で生じる「倫理的・社会的問題」を懸念しているからで

す。 
 
そして、現行の制度では「それらが払拭できない」として、 
現在、代理出産を認めない方針をとっています。 
 
産婦人科学会にはほぼすべての産婦人科医が加入しています。 
 
学会は、方針に反した医者に対して補助金や保険料の停止、除名といった措置をとることが

可能です。 
 
そのため、学会の声明には大きな拘束力が伴い、 
現在、代理出産を実施している病院は日本に存在しないのです。 
 
国内でできないのであれば、海外で行えば良いのではないか？ 
そう考える人もいるかもしれません。 
 
しかし、海外での代理出産にも非常に大きな障壁が存在します。 
 
海外で代理出産を行う場合、 
医療費の他に、複数回にわたる渡航費や滞在費など、合わせておよそ1000万円から2000万
円以上もの費用がかかります。 
 
さらに、比較的安価で行える東南アジア諸国でも、 
外国人が依頼した代理出産を禁止するようになっています。 
このような非常に限られた条件の中で、代理出産を行える人はごくわずかなのです。 
 
 
以上の事から、代理出産は、 
子どもを産めない人の望みを叶える最後の方法でありながら、それを選択することはほとん

どできないと言えます。 
 
 
＜問題点＞ 
これは大きな問題ではないでしょうか。 
 
代理出産は、子どもを産めない体の人でも、自分の子どもを持つことができる手段。 
まさに、夫婦にとっての「最後の希望」でした。 
しかし、いま、代理出産は手の届かないものになってしまっているのです。 
 
（大きな間） 
 
本当に代理出産は今の社会で否定されるべきものなのでしょうか。 
 



 

確かに、代理出産は代理母にとって、身体的、精神的に負担を与えるものです。 
倫理的な問題を指摘する人もいます。 
 
しかし、依頼した夫婦の望みと、 
それを理解し、手を貸そうとする代理母。 
 
お互いにとって納得のいくやりとりを第三者が阻む必要はあるのでしょうか。 
 
子を望む夫婦の実情と、それを理解した代理母との助け合いは、認められないものなので

しょうか。 
 
＜理念＞ 
私の理想は、子どもを産めない人々が代理出産という方法を選択できる社会です。 
 
不妊治療を受け、子どもを授かろうという人も増えてきています。 
技術も進歩し、これまで子どもを諦めていた人も希望を持てるようになってきました。 
 
その一方で、子どもを持つことができない夫婦の道は閉ざされています。 
 
代理出産は、自分の子供を持つことができない夫婦にとって、最後に残された希望です。 
 
これが実現されれば、 
生まれつき子供を産めなくても。 
ガンで子宮を失ってしまったとしても。 
 
彼女たちや、その家族たちの希望は、決して失われないのです！ 
 
＜懸念＞ 
ではなぜ、最後の手段である代理出産が認められていないのでしょうか？ 
 
まず先ほど述べましたように、産婦人科学会の懸念が考えられるからです。 
産婦人科学会の懸念は具体的に２点あります。 
 
１点目は、妊娠・出産という行為に対してお金の交渉を行うことに、 
倫理的な問題が生まれるのではないかという懸念です。 
 
代理母に必要以上に高額な対価を支払ってしまえば、女性が「子供を産む機械」としてとら

えられてしまう、もしくは、子どもに値段をつけることになりかねない。 
このような問題が懸念されているのです。 
 
２点目は、代理出産によって生まれた子どもへの懸念です。 
 
子どもに愛着を持ってしまった代理母が、子供の受け渡しを拒否してしまうという事態が懸

念されます。 
 
また、代理母から生まれた子が、 



 

代理出産によって生まれたという事実を知る権利が保障されない恐れがあるのです。 
 
懸念は、産婦人科学会のものだけではありません。 
 
自分の体で子どもを産めない人のためにあるはずの代理出産が、悪用されてしまうという問

題もあります。 
 
たとえば、不妊症と認定されていない人が代理出産を依頼する。 
 
あるいは、民間の仲介業者に任せることで、貧しい女性に代理母となることを強要したり、 
法外な費用を要求したりする可能性も出てきてしまいます。 
 
＜プラン＞ 
以上の懸念に対する政策を２点提案します。 
 
１点目は、「代理母ドナー機構」の創設です。 
代理出産を行う場合、代理母は必ずこの機構に登録することにします。 
そして登録できる代理母は出産を経験した人に限ります。 
これは出産における死亡リスクを下げるための規制です。 
 
依頼主に関しては、医師が「不妊治療を受けても妊娠することが難しい」と判断した場合に
限定します。 
 
具体的な基準としては、子宮が機能していない人や不妊治療に失敗した人などには代理出産
を認めます。 
 
また、代理母が妊娠している間、 
代理出産までの医療措置にかかる費用と生活費を依頼夫婦が支払います。 
 
この費用は、医療費として60万円、生活費及び謝礼として300万円、合計で一律360万円と

します。 
 
このように、代理母や依頼者の要件を定め、代理母に対する対価を必要最低限にとどめるこ

とで、 
代理出産の悪用や商業化を防ぎます。 
 
２点目に、引き渡し拒否という問題を未然に防ぐため、 
親子関係についての特別法を制定します。 
 
現在の民法では、実際に出産を行う代理母が、生まれた子の、実の「母親」とされていま

す。 
 
そのため、出産後に代理母が「親権者」となり、依頼者への受け渡しを拒否してしまう可能

性があるのです。 
 
そこで、特別法を制定し、代理出産の場合には、胎児の段階で依頼者夫婦の子とみなしま

す。 



 

これによって、代理母が「親権者」という立場を利用して、 
受け渡しを拒否する事態を防ぎます。 
 
また、子どもが代理出産の事実を知ることができるような制度も用意します。 
 
以上のプランにより、 
産婦人科学会のあげる懸念を払しょくし、また、その他想定される問題についても対処する

ことができるのです。 
 
 
＜締め＞ 
不妊で苦しむ夫婦がいる。 
愛する子供を産んで、幸せな家庭を築きたい。 
そんな夫婦にとって、代理出産は子供を授かるための重要な生命線なのです。 
 
代理出産が不妊で苦しむ夫婦の生命線となることを祈って！ 
本弁論を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。 


